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特定廃棄物管理施設の変更に係る

設計及び 工事の方 法の認可申詰の

取下げについて
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核原料物質， 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第5 1条の7第1項の規定に

基づき当社より申請した別紙の設計及び工事の方法の認可申請について取り下げること

と致します。



別紙 

 

 

＜特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請＞ 

・平成２９年５月３１日付け２０１７再工営発第１３号 

  一部補正：平成３０年１０月１９日付け２０１８再工営発第１７号 

  一部補正：平成３１年３月１９日付け２０１８再工技発第１０号 

 

・平成３０年１０月５日付け２０１８再工営発第１５号 

  一部補正：平成３１年３月１９日付け２０１８再工技発第１１号 
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